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   計画の概要   計画の概要
１　計画策定の趣旨１　計画策定の趣旨

「第７期福岡市障がい福祉計画」及び「第３期福岡市障がい児福祉計画」（以下「本計画」という。）
は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（以下「障害者総合支援法」
という。）の「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえ
のない個人として尊重されるものである」との理念を実現するため、障害者総合支援法第 88 条
第１項及び児童福祉法第 33 条の 20 第１項の規定に基づき、「障害福祉サービス等及び障害児通
所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（令和５年こども家庭庁・厚生労働省告
示第１号：令和５年５月 19 日改正）（以下「基本指針」という。）に即して、地域において必要
な「障がい福祉サービス」、「相談支援」、「地域生活支援事業」及び「障がい児通所支援」等の各
種サービスが計画的に提供されるよう、令和８年度末における障がい福祉サービス等に関する数
値目標の設定及び各年度のサービス需要を見込むとともに、サービスの提供体制の確保や推進の
ための取組みを定めるものです。

２　計画の位置づけ２　計画の位置づけ
(1) 本計画の位置づけ(1) 本計画の位置づけ

本計画は、障害者総合支援法に基づく「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法に基づく「市
町村障害児福祉計画」を一体の計画として策定するものです。

(2) 他の計画との関係(2) 他の計画との関係
本計画は、国及び福岡県が策定する関連計画や、福岡市基本計画に即した「福岡市保健福

祉総合計画」及びその障がい者分野である「福岡市障がい者計画（障害者基本法第 11 条第３
項に定める市町村障害者計画）」、子ども施策を総合的・計画的に推進するための「福岡市子ど
も総合計画」との整合性を図りながら策定するものです。

「福岡市障がい者計画」は、「障がいのある人が必要な支援を受けながら、自らの能力を最
大限発揮し、地域や家庭でいきいきと生活することのできるまちづくり」を目指すことを基本
理念に掲げ、障がい者施策の基本計画としての性格を有していますが、本計画は、その実現に
向けた実施計画としての性格を有しています。
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３　計画の対象者３　計画の対象者
この計画の対象となる「障がい者」とは、障害者総合支援法第４条において定義された、身体

障害者福祉法第４条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち 18 歳以
上の人及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条第１項に規定する精神障害者（発達
障害者支援法 ( 平成 16 年法律第 167 号 ) 第２条第２項に規定する発達障害者を含み、知的障害
者福祉法にいう知的障害者を除く。）のうち 18 歳以上の人並びに治療方法が確立していない疾病
その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度で
ある人で 18 歳以上の人をいいます。また、「障がい児」とは、児童福祉法第４条第２項に規定す
る障害児をいいます。

４　計画の期間４　計画の期間
市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画は、基本指針により３年を１期として作成する

ことが基本とされており、本計画の計画期間は、令和６年度から令和８年度までの３年間として
います。
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福岡市総合計画

保健福祉総合計画
福祉の各分野※における共通的な事項

※高齢者の福祉、障がい者の福祉、児童の福祉、その他の福祉

・バリアフリー基本計画
・動物愛護管理推進実施計画
・食品衛生監視指導計画
・ホームレス自立支援実施計画

福岡市では、総合計画に基づく各施策の推進により、SDGs の実現に取り組んでいます。

・地域防災計画
・男女共同参画基本計画
・住生活基本計画
・高齢者居住安定確保計画　など

健　康
・食育推進計画
・自殺対策総合計画
・新型インフルエンザ等
  対策行動計画

高齢者
・介護保険事業計画

・国、福岡県の関連計画

障がい者障がい者
・障がい福祉計画・障がい福祉計画
・障がい児福祉計画・障がい児福祉計画
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